
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

同世代の人と

話がしたい 

友人関係で

悩んでいる 

学学校校へへ行行けけなないい  

外外にに出出らられれなないい・・・・・・  

ひきこもっていたが

外に出てみたい 
 
家家族族以以外外のの人人とと  

話話ががししたたいい  

 

【所 在 地】 

〒２４０－０００１  横浜市保土ケ谷区川辺町５－１０ 西部児童相談所複合棟３階 

電話 ０４５－７５２－８３６６   ＦＡＸ ０４５－３３２－５０７７ 

 【交通機関】 

◎ 相鉄線「星川」駅 徒歩２分 

◎ バスをご利用の場合、最寄りのバス停は「峯小学校前（徒歩３分）」です 

《主なバス路線》 

市営バス １０１，２０２，２０８系統 ／ 神奈川中央バス ０５，６２、横５２系統 

＊ ご来所の際は公共交通機関をご利用ください 

ひきこもりや不登校など若者に 

関するさまざまな問題について、 

電話相談・来所相談・グループ 

活動などを通じて、若者やご家族 

の方々をサポートしています。 

相談 

無料 

 家家族族へへのの暴暴言言やや  

暴暴力力にに困困っってていいるる 

 
生生活活リリズズムムのの乱乱れれ  

 

  004455--775522--88336666  
 

若者相談ダイヤル 

《まずはお電話でご相談ください ※秘密厳守》 

☎☎ 

❃ 受付時間 ：月曜～金曜 8:45～17:00 

                  

 ❃ 対    象 ：横浜市内にお住まいのおおむね 

18 歳から 39 歳までの若者とそのご家族 

ひきこもり相談は、年齢を問わず下記で相談できます 

☎ 045-752-8400 （ひきこもり相談専用ダイヤル） 

 

(祝日・休日・年末年始を除く) 
 ＊来所での相談は電話予約制です 

横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター 
＊令和８年度から横浜市青少年相談センターは、健康福祉局ひきこもり支援課と統合し、 

「横浜市ひきこもり総合支援・若者相談センター」となりました。 



《家 族 対 象》 《若 者 対 象》 

 【【社社会会参参加加体体験験事事業業】】  

セセンンタターー外外のの事事業業所所でで、、販販売売・・接接客客  

体体験験ななどどののププロロググララムムをを通通じじてて、、  

社社会会参参加加のの糸糸口口ととななるる体体験験ををししまますす  

 【【ググルルーーププ活活動動】】  

カカーードドゲゲーームムやや創創作作、、ススポポーーツツななどどのの  

屋屋内内活活動動とと外外出出ななどどのの所所外外活活動動をを  

通通じじてて、、対対人人自自信信ををつつけけてていいききまますす  

 【【家家族族のの集集いい】】  

家家族族ととししててのの悩悩みみやや不不安安をを安安心心ししてて語語りり、、  

分分かかちち合合ううここととががででききるる、、家家族族のの方方ののたためめ  

のの集集いいのの場場でですす  

 

 【【家家族族セセミミナナーー】】  

職職員員ままたたはは外外部部講講師師にによよるるごご家家族族向向けけのの  

情情報報提提供供とと参参加加さされれたた方方々々のの交交流流のの場場でですす  

 【【ユユーーススササポポーータターー・・ピピアアササポポーータターー事事業業】】  

心心理理やや福福祉祉のの知知識識ののああるる学学生生ななどどのの  

「「ユユーーススササポポーータターー」」やや不不登登校校・・ひひききここももりり

等等のの経経験験ののああるる「「ピピアアササポポーータターー」」がが、、  

相相談談支支援援やや家家庭庭訪訪問問等等をを行行いいまますす  

 【【ききっっかかけけづづくくりり講講座座】】  

次次のの一一歩歩踏踏みみ出出すすききっっかかけけととななるる講講座座  

をを実実施施ししまますす  

たたととええばば、、スストトレレスス対対処処ややラライイフフププラランン  

ななどど  

 【【家家族族勉勉強強会会】】  

家家族族関関係係ややひひききここももりりににつついいてて、、ググルルーーププ

でで学学びび考考ええるる継継続続的的なな勉勉強強会会をを実実施施ししてて

いいまますす  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひきこもり総合支援・ 

若者相談センター 

３つの機関が連携して若者の自立を支援します 

若者サポートステーション 
職業的自立に向けた支援 

対 象：15 歳から 49 歳までの方とそのご家族 

地域ユースプラザ 
地域における支援 

対 象：市内在住の概ね 15 歳から 39 歳までの 

若者とそのご家族 

継続相談ではこんなことをしています 

ご利用の流れ 

電
話
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来
所
相
談 

来
所
に
よ
る
継
続
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動
等
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｟匿 
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個
別
面
接
で
話
し
合
い
の
上
、 

必
要
に
応
じ
て
集
団
支
援
を 

ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
。 

｟
予 

約 

制
｠ 

045-752-8366 

※
ご
相
談
の
内
容
に
よ
り
、
他
機
関
を 

ご
案
内
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す 

＊ 利用方法や活動内容の詳細については、それぞれの機関にお問い合わせください 

 
◆令和８年４月改訂 

 【若者サポートステーション】 

ご本人あるいは、ご家族だけでは解決が難しい、若者の不安や

仕事に向けた悩みについて個別・継続的に支援します。 

個別相談のほか、一人ひとりに合ったサービスや情報を提供

します。 

 【地域ユースプラザ】 

思春期・青年期問題に関する総合相談、ひきこもり状態からの 

回復期にある若者の居場所事業、ボランティア活動等の社会

体験など、地域における継続的な支援を行っています。 


